
Ⅰ．特　報

「点検・整備で当たるけん！
　キャンペーン2018」
　　　　　　  開催中 !!

定期点検整備の促進及び会員事業場への入庫促進を図るために、平成30年度 懸賞付定

期点検整備促進キャンペーンを、「点検・整備で当たるけん！キャンペーン2018」と題

して実施いたします。

今回は、国土交通省が近年「自動車点検整備推進運動」の重点項目としております、『長

期使用車両〔初度登録（検査）年から10年を超える車両〕のユーザーへの点検・整備の

必要性の啓発』を念頭に、よりメンテナンス費用の掛かる長期使用車両をお持ちのお客様

をメインターゲットに実施します。会員の皆様におかれましても主旨・目的をご理解のう

え、事業場でのポスターの掲示や、ＤＭによるお客様へのご案内等、キャンペーンにご参

加いただきますようお願い申し上げます。

見　本

見本

見本

見本
— 1 —



【  実　施　要　領  】
１．実施期間
　　2018（平成30）年８月１日（水）～ 2019（平成31）年１月31日（木）

２．応募資格
　１万円コース
　　（１）会員事業場において基本点検料3,000円以上の定期点検整備を実施した、初度登

録（検査）年 平成19年以前の車両
　　　　○対象車種及び点検の内容（事業用自動車は除きます。）

自家用軽自動車
１年点検自家用乗用車

自家用小型二輪車（250cc 超）
自家用小型貨物車 ６ヶ月点検

（注）定期点検整備実施によるご応募は、１台につき１回のみのご応募とします。

　５千円コース
　　（２）会員事業場において基本点検料3,000円以上の定期点検整備を実施した、（１）以

外の車両
　　　　○対象車種及び点検の内容（事業用自動車は除きます。）

　　　　　　（１）に同じ
　　（３）会員事業場において部品・用品の交換または購入された方

　　　　①　１回に3,000円以上ご利用の方

②　部品・用品の交換または購入による応募は、交換・購入ごとに１回応募する

ことができます。ただし、１回の整備作業工程で修理部品交換が複数あった場

合でも１回のご利用とみなします。

③　一度応募しても、実施期間中に再度3,000円以上の部品・用品の交換・購入

があれば、その都度応募することができます。

④　実施期間中に、当選した『点検整備サービス券』のご利用があった場合、ご

利用金額が3,000円以上であれば再応募できます。

３．賞　品

１万円コース
　額面1万円の『点検整備サービス券』が毎月40名、
　合計で240名様に当たります！
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５千円コース
　額面５千円の『点検整備サービス券』が毎月30名、
　合計で180名様に当たります！

４．応募方法（お客様が直接振興会に応募することはできません）
　　（１）専用応募用紙によるご応募

　専用応募用紙は、情報誌の誌面やホームページに掲載してあるものを印刷してご

利用ください。

　必要事項を全て応募用紙に記入し、毎月１か月分をまとめて振興会事務局宛に郵
送、ＦＡＸまたはお持込等でお届けください。

　　（２）振興会ホームページからのご応募

　キャンペーン特設ページに応募フォームを掲載しますので、応募フォームよりご

応募ください。

５．応募締め切りおよび抽選
（１）応募締め切りは、翌月５日（振興会休業日の場合は、翌業務日）とします。
（２）１月及び２月（最終）の応募締め切りは、それぞれ８日とします。
（３）抽選は、応募を締め切った日の10日後を目途に行います。

６．当選発表および賞品の進呈
　毎月の抽選後、当選者の該当する事業場へ当選通知を送付し、数日後に、当選者に対

し当選通知と共に『点検整備サービス券』を郵送します｡

７．告知方法
（１）テレビＣＭでの告知は実施しません。
（２）情報誌に掲載し、振興会ホームページに特設サイトを公開します。

（３）会員事業場にＤＭ用ハガキを30枚ずつ無料でお送りしますので、お客様へのご

案内をお願いします。ＤＭ用ハガキは、印刷用画像を振興会ホームページに公開

しますので、追加で必要な場合は印刷してご利用ください。

８．印刷画像のダウンロードおよび応募フォームのご利用
　ホームページに公開した印刷画像をダウンロードする際または応募フォームをご利用

になる際には、次のＩＤ、パスワードを入力してご利用ください。

ＩＤ：easpa　　パスワード：9562181　　（共に半角英数）
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９．『点検整備サービス券』の取り扱いについて
　　（１）お客様のご利用方法

①　『点検整備サービス券』は次回のご来店から使用できます。（車検・点検整備・

一般整備・オイル交換・部品用品購入等）

②　お客様のご利用期限は当キャンペーン終了から13か月間〔2020年２月29
日（土）まで〕とします。（有効期限をサービス券の表面に表示します。）

③　『点検整備サービス券』はどちらの会員事業場でもご利用可能です。

　　（２）会員事業場の対応方法

①　お客様から『点検整備サービス券』の提示があった場合は、額面金額を売上

費用から差し引いてください。

②　『点検整備サービス券』のご利用があったときは、サービス券の裏面に必要

事項をご記入のうえ、振興会にサービス券を持ち込み換金してください。

③　上記換金の期限は2020年３月31日（火）までとします。（換金有効期限をサー

ビス券の裏面に表示します。）

④　『点検整備サービス券』は、会員事業場において現金と引き換えはできません。

ただし、表示金額以下のご利用の場合の釣り銭の返金は、事業場の判断にお任

せします。
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